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○鉱物等（湿潤なものを除く。）を運搬する船舶の船倉内で鉱物等（湿潤なものを除く。）をかき落とし、
又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業

粉じん障害防止規則

全体換気の実施、休憩設備の設置、清掃の実施 （別表第１）

粉じん障害防止規則
呼吸用保護具の使用（別表第３）

じん肺法施行規則

じん肺法に基づく健康診断 等
（別表）

新たに実施することとなる措置

○屋外において手持動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業

○金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業

粉じん障害防止規則
呼吸用保護具の使用（別表第３）

粉じん障害防止規則
呼吸用保護具の使用（別表第３）


